
先駆けて創設するとともに、より柔
軟に運用した。その結果、8年間に
わたり全国各地から応募が相次ぎ、
これらに対し重点的に支援した。中
でも、障害者とともに地域に密着し
たチャレンジングな運営を行うNPO
など新規参入者を優先した。地域福
祉は、家族や地域の人たちの共助に
よって成り立つが、その基盤づくり
をハード面から支えてきたのである。
その一方、ソフト面では、従来の
授産品のイメージを変える優れた施
設商品を発掘し、紹介・販売する「真

ま

心
ごころ

絶
ぜっ

品
ぴん

」ブランドの展開、ほとばしる
感性をありのままに表現した「アー
ル・ブリュット＊1」作品を収蔵し、全
国で展示するプログラムや古民家・
蔵を改修したアール・ブリュット美
術館の整備、聴覚障害者の情報保障
に関する法制度化への取り組み、日
本では比較的最近になって認知され
た発達障害への理解促進など、多様
なプログラムを通じて、障害に対す
る偏見を払拭しようと努めている。

郷土の再生と活性化のために取り
組んだプログラムは多い。地域の伝
統文化や生活の知恵を受け継ぎ、郷
土愛を育むための「郷土検定」を普及
させた。これは、祖父母・父母・子ど
もとの世代間ギャップを埋める一助
にもなった。また、身近にありなが
ら放置されてきた里山や鎮守の森を
保全するとともに、大震災や火災な
どから住民を守る防災林を各地で植
樹する運動も進めている。住民によ
る自主防犯活動を促進するため「青パ
ト」も配備している。これらは活動成
果も重要だが、それにも増して、地
域住民、ボランティア、NPO、学校、
福祉団体、行政など、老若男女にか
かわらず、多様な地域関係者を巻き
込み、つないでいくことに力を注い
でいる。新たな課題に対応し、「わが
故郷」を再生、活性化するには、さま

ざまな立場の社会の担い手が相互に
結びつき、支え合って、新たな力を
生み出すことが不可欠だからである。
また、不登校問題や学級崩壊、モ
ンスター・ペアレントなど、子どもを
めぐるさまざまな問題が噴出した10
年でもあった。私たちはこれらを、
主として核家族化や行き過ぎた個人
主義に起因した家庭教育の問題と捉
え、伝統的な子育てをもう一度見直
し、あらためて家族や親子の絆の大
切さを教える「親学」の啓発普及に取
り組んだ。徐々にではあるが、親の
意識の中に浸透しつつある。

現代の若者は、夢や生きがいを持
てず、内向き志向が多いと指摘され
ている。しかし、いつの時代も変革
を起こすのは若者だ。そこで、2010
年、日本財団学生ボランティアセン
ター（通称：Gakuvo）を設立し、学生
自らが学生ボランティアを支援する
活動を始めた。東日本大震災では、
1年半で全国約220大学から延べ
5,000人を超える学生ボランティア
を派遣した。若い世代がボランティ
アを体験し、社会貢献活動に挑戦す
ることは、人生の糧となるだけでな
く、将来、社会変革の担い手へ成長
していく原点になるはずである。
このほか、従来は個人の問題とし
て扱われ、対策が遅れていた自殺問
題についても、老老介護や過重労働
など社会の問題として捉え直し、そ
の予防や遺族への支援にも取り組ん
だ。悩める者、行き所を失った者へ
の最後のよりどころとなる「日本駆
け込み寺」創設支援もその一環だ。
次に10年以上前から継続して取り
組んできたプログラムの中で、今日
大きく開花しているものも多い。高
齢者や障害者が住み慣れた街で暮ら
すため、欠かすことのできないのが
福祉車両である。福祉車両配備事業
を開始してから、約20年、延べ約

3万台が全国津々浦々で活躍してい
る。尊厳ある人生の終末期を支える
緩和ケアナースも15年間に3,000
人が認定研修を終え、このうち多く
のナースが全国各地8割以上のホス
ピス・緩和ケア病院に配置されてい
る。そのほか、犯罪被害者への支援
も長期の地道な活動と実績が評価さ
れ、2012年4月には、金融庁から
振り込め詐欺救済法に基づく預保納
付金を用いた犯罪被害者などの支援
事業に係る「担い手」に指定された。
1996年度から開催してきた障害
者と健常者が一緒に走る「神宮外苑
ロードレース」は、その10年後、3万
人規模の東京マラソンに発展した。
私たちは第1回から東京マラソンが
軌道に乗るまでの3年間、その運営
面をスポーツボランティアで支え
た。今日では、東京マラソンは市民
文化として定着し、参加者のみなら
ず人々の絆の象徴として広く認知さ
れている。
東日本大震災以降、家族や故郷、
絆の大切さがクローズアップされて
いる。共助の再生という、私たちが
この10年間目指してきた方向性は
間違っていなかった。今後も、この
機運を背景に「お互いさま」「もった
いない」「礼節」などといった美風も
織り込みながら、時代に即した共助
の仕組みを地域に重層的に創出して
いきたい。そのためにはどのような
プログラムを開発していくのか、そ
して、そのプログラムを実践する上
で、多様なパートナーの「触媒」とし
て機能できるのか、私たちの真価が
問われている。

＊１　アール・ブリュット：「生
き

の芸術」とい
うフランス語。正規の芸術教育を受け
ていない人による、技巧や流行にとら
われない自由で無垢な表現を讃えて、
1945年にフランス人画家のジャン・
デュビュッフェが創り出した言葉。「ア
ウトサイダー・アート」と英訳され、世
界各地へ広まった

「真心絶品」販売会の様子

福祉車両贈呈式［岡山県岡山市、2011年3月］

笑顔も運ぶ福祉車両
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第2節�◎�公益・ボランティア

都市への過度の人口集中、少子
化・高齢社会の到来、核家族化

の進展、経済効率優先主義への偏重、
国民意識の多様化。これら戦後一貫
した潮流が、ここ10年さらに絡み
合いながら加速している感が強い。
その結果、地方は活力を失い、それ
まで地域を支えてきた人と人のつな
がりも薄れ、古き良き文化も崩壊し
つつある。一方、都市部でも、長引
くデフレの中で身寄りのない貧困層
が増加し、「無縁社会」という造語も
生まれるなど、家族の絆さえ薄らい
できた。人の命や尊厳が軽んじられ
る風潮すら社会の随所で見受けられ
るようになった。こうした社会情勢
に対し、政治や行政は、財政難など
により十分に機能しているとはいい
難い。「自助・共助・公助」の三者とも
弱体化し、その間のバランスも崩れ
つつあるのが現状だ。
そうした中、私たちは共助の再生
に着目し、家族をはじめ人と人が深い
絆で結ばれた社会の実現を目指した
10年だったと総括できよう。それは
同時に、高齢者や障害者を含め、誰も
が住み慣れた街で尊厳を持って暮ら
せる社会であり、次代を担う子どもた
ちや若者が郷土に親しみ、広く文化・
スポーツ活動やボランティア活動な
どを通じて、豊かな人間性と社会性を
育む、活力ある社会の実現でもあった。
こうした社会の実現に向けて、私
たちが果たすべき役割はどのような
ものだろうか。行政や民間企業はも
とより、事業領域を特化した民間団
体などのそれとは異なる。それは、
ボランティア、NPO、公益法人か
ら福祉団体や教育機関など、多種多

様な民間のパートナーの公益活動を
質量ともに充実させるにとどまら
ず、相互連携や行政との協働を促進
すること、さらには企業のCSRを
刺激して、社会貢献活動に参画させ
ていくことにある。そして、自らも
ファンドレイジング活動を行い、メ
ディアの発信力を活用しながら、多
くの人たちや企業に社会課題への関
わりを深めてもらう。こうして既存
の制度や仕組みでは対応できない新
たな課題や見過ごされてきた問題の
解決に向け、参加を促す仕組みを作
り出す。つまり、さまざまなパート
ナーを有機的に糾合させながら、実
践活動の積み重ねの中から世論を喚
起し、社会的なうねりを創出する、
社会変革のいわば「触媒」になろうと
するものだ。
こうした方針のもと、この10年
間に新規に取り組んだ主なプログラ
ムは以下の通りである。
尊厳を持って暮らせる社会の実現
に向けて重点を置いて取り組んだ分
野の一つが、障害者福祉である。高
齢者福祉に比べて大きく立ち遅れて
いたが、2005年に障害者自立支援
法が成立、隔離された施設福祉から
住み慣れた街中で尊厳を持って生
活・就労できる地域福祉への転換が
図られることになった。しかし、当
時は法的枠組みこそ整いつつあった
ものの、実際の受け皿となる福祉サ
ービスの拠点の数が決定的に不足し
ていた。そこで、使われていない民
家や駅前商店街の空き店舗など、地
域に眠っている社会資源をリフォー
ムし、それを地域福祉の拠点として
再活用する助成制度を国や自治体に

公益・
ボランティア
事業の

10年

地域の防災力を高める植樹［静岡県掛川市、2012年6月］



法律的にグレーゾーンであることは
否定できない状況だった。
この曖昧な状態を解消したのが、
2004年に国土交通省が提示した福
祉有償運送についてのガイドライン
だ。これが示されたことによって、
NPOは一定の手続きと条件の下で
各自治体主催の運営協議会を経て、
許可を受けてサービスを実施するこ
とになり、NPOのボランティア輸送
の正当性が明示された。財団が車両
配備とともに現場の声が国まで届く
よう下支えできたことは大きな成果
だった。

◎「働く車」の導入
助成申請は財団があらかじめ設定
した車両の中から、社会福祉法人や
NPOなどが車両を選択して行うが、
設定車両のラインナップについては
申請状況や社会的ニーズに応じて財
団が年度ごとに見直している。
2008年度からは障害がある人の就
労支援のため、それまでの「福祉車
両」のラインナップに、軽トラックや
貨物用ワゴン車、冷蔵車などの作業
内容に即した「働く車」を追加した。
従来、障害者は施設の中に閉じこも
りがちだったが、2006年の障害者
自立支援法施行後、就労形態の多様
化により街に出て働く機会が増大し
た。さまざまな働き方をサポートで
きる「働く車」の可能性は今後も十分
な広がりを見せるものと期待され、
普及に努めていきたい。
さらに2006年度から試験的にス
タートし、2009年度から規模を拡
大して取り組んできた就労形態に応

じた特殊車両の配備は、移動販売車
や大型トラックなどの車両購入も助
成し、移動の手段だけでなく「働く
場」としての車両を配備している。
車両内容はさまざまであり、地元出
身の漫画家のキャラクターをかたど
った菓子の移動販売車や病院のベッ
ドで使用するマットレスの消毒・清
掃機器を搭載したトラックなど、
2011年度までで243台のユニーク
な車両を配備した。こうした車両の
配備に対する助成によって、町中で
障害のある人が「当たり前に」働く風
景が広がることが目標だ。

◎移送サービスの発展
障害や高齢化に加えて、居住地域
の公共交通機関が未整備で、移動手
段がないことが外出時の制約になる
場合が少なくない。本来は行政が解
決すべき問題だが、近年ボランティ
アなどで組織された団体によって、
リフト付き車両などを用いて介助も
含めた移送サービスが提供されてい
る。主体は住民ボランティアであり、
中には行政からの補助金を受けてい
る団体もあるが、サービス利用者か
ら受け取るガソリン代程度の実費と
街頭で集めたカンパのみで運営する
団体も珍しくない。そのような運営
形態の中では車両を所有できる団体
はまれで、ボランティアスタッフに

よる善意の貸し出しに頼って、個人
所有の自家用車を使用する場合が多
いのが現状である。こうした課題が
ある中で、財団は主に移送サービス
の人材育成に取り組んでいる。これ
までにボランティア育成のための研
修会開催、先進サービス事例を自分
が住む地域のサービスに生かすコー
ディネーターの養成、サービス開始
のためのガイドブック作成などを実
施した。この間、移送サービスに取
り組む団体が大幅に増加しているも
ののその数はまだ十分ではなく、サ
ービスの維持継続についての解決策
はいまだ得られていない。
公共機関や銀行、映画館、デパー
トなど施設そのもののバリアフリー
化は、発展途上とはいえ、徐々に進
行しつつある。しかし施設へ行く手
段がないため、狭い活動範囲に置か
れたまま、それらを自由に利用する
ことができない人が多数存在する。
「移動の自由」は一人ひとりの持つ権
利の根幹であることを、私たちは忘
れてはならない。
超高齢化社会が到来する中で、移
送手段を求める人たちはますます増
加することが考えられる。交通弱者
の「移動の自由」を支えるため、財団
は今後も公共交通機関との共同事業
や新サービス導入など、さまざまな
取り組みの事業化に向け、支援を続
けていく方針だ。

スロープ付きで乗り降りしやすい車いす対応車 汎用性の高い軽トラック

街中で活動する移動販売車

福祉車両が地域の支援の輪を広げていく
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「桜の時期に少し足を伸ばしてお
花見に行きたい」「町の人と触れ合っ
て自分らしく働きたい」——。誰も
が当たり前にできることを、障害や
年齢を理由に諦めざるを得ない人が
いる。居住する地区の交通の便が悪
かったり、未整備だったりして思う
ように外出できない人がいる。思い
通りの移動を可能にするには、何ら
かの「足」が必要だ。

◎約3万台を配備
日本財団が福祉車両配備事業を始
めたのは1994年。18年目に当た
る2011年度までに、2万9,254台
の配備を行ってきた。その間に車両
利用者にとってより利便性が高く、
より快適な福祉車両の普及を目指す
べく、利用者へのヒアリング調査や
自動車メーカーへの調査結果のフィ
ードバックを行い、常に車両の改良
に取り組んできた。このことは、各

自動車メーカーの商品開発が進み、
かつ福祉車両の市場規模が拡大にも
つながった。
財団は誰もが住み慣れた地域で働
き、暮らせる社会の実現に向けて、
車両配備を行ってきた。いわばハー
ド面での支援を行ってきたが、この
間に目標を同じくして、ソフト面か
らの支援を行ってきたのが福祉有償
運送を行うNPOである。これらの
団体は地域に暮らす、移動が自由に
できない人に対して、ボランティア
として自家用車を持ち出し、ガソリ
ン代程度の利用者負担で自宅から目
的地までの送迎サービスを行ってき
た。このサービスはもちろん必要だ
ったが、自家用車を使って料金を徴
収することは、道路運送法違反（い
わゆる白タク行為）に当たる可能性
があると、長年にわたって指摘され
てきた。利用者のニーズに押され
て、黙認状態が続いていたものの、

（単位：台）
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福祉車両の配備実績（1994 〜 2011年度）

年 度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

申請数 172 228 251 282 627 1,092 1,481 3,510 5,274 5,467 5,164 4,569 5,185 5,066 4,562 5,460 6,535 5,675 

決定数 51 77 103 118 162 599 678 2,150 3,217 3,185 2,662 2,084 2,909 2,369 2,801 2,554 1,827 1,708 

累 計 51 128 231 349 511 1,110 1,788 3,938 7,155 10,340 13,002 15,086 17,995 20,364 23,165 25,719 27,546 29,254 
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とを目的としており、障害者の地域
移行を推進する原動力になった。法
律施行に伴い、財団のリフォーム事
業は、さらに地域福祉の現場のニー
ズを捉えたものとなり、申請件数や
実施件数も年々急増した（下記グラ
フ参照）。
またこの10年、財団は高齢者・障
害者支援にとどまらず、福祉関係の
事業を幅広く展開。2009年度から
は「一人でも多くの子どもが温かい
家庭で育つことができること」を目
指し、里親・ファミリーホームの住
居リフォーム事業を開始した。児童
虐待が社会問題化し、要保護児童の
人数は増えている。そのような児童
を施設ではなく、家庭的な環境で育
てるためには、里親やファミリーホ
ームの普及が重要だ。既存および新
たに子どもを受託しようとする里親
住居の拡充により、家庭的養護の場
を増やすことを目的としたこの事業
は、開始後3年間で473件を支援
した。

◎アール・ブリュット美術館の整備
街の中にある古民家や蔵をリフォ
ームして開設したアール・ブリュッ
ト美術館は、前述の滋賀県近江八幡
市をはじめとし、高知県高知市、広
島県福山市（左ページ写真）にも誕生、
2012年10月には京都府亀岡市で
もオープンする。この美術館の整備
に当たっては障害の有無を超えた、
豊かな才能を広く理解してもらうた
め、福祉分野だけでなく、美術や法
律・建築などさまざまな分野の専門
家の意見を聞いてガイドラインの整
備に取り組んだ。これらの美術館は、
地域住民が憩い、観光客も訪れる芸
術文化の発信拠点となっている。
このほか伝統的な古い街並みを保
存すると同時に地域の活性化を図る
ため、年齢や障害の有無にかかわら
ず、地域住民が集える場所となる、
地域コミュニティーサロンなどのリ
フォーム事業も実施した。このよう
に画一的な法律や制度の枠には収ま
らない事業にも、現場のニーズをく
み取り、積極的に取り組んできた。

この福祉拠点のリフォーム事業とし
て2004年度から2011年度までに、
助成金額約108億円、計2,389件
を支援した。

◎福祉を支える人材育成
これらの事業により、各地で福祉
施設が整備され、高齢者や障害者が
街へ出て、自分にとって必要な支援
を受ける環境が整い始めた。その一
方で、今後はそこで働くスタッフの
育成が必要となってきている。少子
高齢化が進み、支える人材が不足し
ていることはもちろん、多様なニー
ズに対応し、福祉の枠にとどまらな
い、さまざまな地域の資源を生かし
た支援を組み立てられる能力が福祉
現場のスタッフには求められるよう
になった。そのため財団はこれまで
整備した地域の福祉拠点を基盤に、
そこで働くスタッフのレベルアップ
を目指した事業にも着手、年齢や障
害の有無にかかわらず、安心して生
活できる地域づくりを目指して、関
連の事業を進めていく方針だ。
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福祉拠点リフォーム事業の実績（2004 〜 2011年度）

築130年の民家が
老人デイサービス
センターに［岩手県大船渡市、
2004年］

築10年の工場が
老人デイサービス
センターに［神奈川県大和市、
2005年］
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◎空き店舗や民家を改修
日本の高齢者や障害者への支援
は、1970年代ごろまでは家庭や入
所施設による支援が中心だった。中
でも大型入所施設の需要は多く、当
時十分な支援がない中で、親なき後
の不安を抱える家族からの入所施設
への要望もあったため、国は大型入
所施設の整備拡充を進めていた。日
本財団も各地からの要望に従い、大
型の入所施設の建築を積極的に支援
した。
しかしながら、年齢や障害の有無
にかかわらず、社会の中で他の人た
ちと同じように生活・活動すること
があるべき姿であるという「ノーマ
ライゼーション」の考え方が広がり、
1980年前後からは、高齢者や障害
者も地域で支援を受けながら生活で
きるようにすることが重要と考えら
れるようになった。1990年代から
は、本格的に施設入所支援から地域
での生活支援へという動きが強まっ
た。2000年の介護保険法（高齢者
分野）や2003年の支援費制度（障害
者分野）の導入により、その動きが
さらに推し進められることとなる。
これら制度の導入により、利用する
本人が自分の受けるサービスを選択
し、決める仕組みとなり、地域で利
用者のニーズに合ったサービスを受
けやすくなった。その一方で、入所
施設から地域の小規模施設へと移行
する利用者が急増したため、それに
伴う利用者の多様なニーズに対応す
るだけの基盤・施設環境が不足して
しまった。
財団はそのような時代の変化とニ
ーズを捉え、2004年度より大規模
な福祉施設の新築事業から、街の中

の空き店舗や空き民家を小規模でも
地域に根差した高齢者や障害者の施
設に生かすリフォーム（改修）事業へ
と方向転換を図った。
リフォームという方法によって、
空き店舗や民家、廃校になった小学校
を活用し、利用者のニーズに応じた支
援ができる小規模な事業所を各地に
整備することができる。少子高齢化の
影響が大きい地方では、そのままにし
ておくにはもったいない、商店街の空
き店舗や空き家が増加している。この
ような建物をリフォームすることで、
高齢者や障害者が集い、働く場ができ
るだけでなく、地域の人々が憩う拠点
となり、街の活性化と福祉拠点の充実
双方に大きな効果がある。このように
街に眠っている資源を福祉の視点か
ら活用する「“もったいない”をカタチ
に」をテーマとして、リフォーム事業
を開始した。
最初の取り組みは、滋賀県近江八
幡市の築70年の町屋をリフォーム
したボーダレス・アートミュージア
ムNO-MAの整備である。このミュ
ージアムは、障害者のアート作品が
適切に鑑賞されるように、全国に先
駆けて作家の障害の有無に関係なく
作品を展示する企画展を開催し、現
在、年間約1万人が来場している。
ワークショップや住民の意見を企
画・運営に取り入れる場を設けるな
ど積極的に地域交流事業を実施し、
住民を巻き込んだ地域活性化の拠点
となっている。
財団がリフォーム事業を開始した
1年後、2005年に障害者自立支援
法が成立、2006年10月に施行さ
れた。この法律は、障害者の地域生
活と就労を進め、自立支援を促すこ

03
リ
フ
ォ
ー
ム
に
よ
る
福
祉
拠
点
の
整
備

築150年の蔵を改装して生まれた鞆の津ミュージアム。個
性豊かなアール・ブリュット作品の数々が展示されている
［広島県福山市、2012年］
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が地域で生活できる仕組みづくりを
推進した。例えば、NPO法人地域
精神保健福祉機構では、ACT（包括
型地域生活支援プログラム）チーム
の立ち上げコンサルテーションや研
修会を開催した。ACTとは、重い
精神障害のある人が地域で生活する
ために、医療・保健・福祉領域のあら
ゆる専門家によって構成された多職
種チームで支援するプログラムで、
同機構はこのACTの実践を希望す
る日本各地の事業体に対して研修会
などを行い、地域全体で支える仕組
みづくりに取り組んでいる。
発達障害者に対する地域的な支援
体制は、2005年4月に発達障害者
支援法が施行され、2010年12月
に成立した改正障害者自立支援法
で、障害者の定義に発達障害者が含
まれることが明確化されるなど、

徐々に支援の環境が整備されつつあ
る。一方で発達障害の特性に応じて
専門性や支援方法が多岐にわたり、
それぞれに小規模な組織が乱立する
状況となっている。この状況を改善
し、迅速かつ横断的な支援展開を実
施できるようにするため、財団では
一般社団法人日本発達障害ネットワ
ークの設立を支援した。多くの人が
発達障害の実情を理解することで、
社会の中で発達障害者の生きにくさ
が改善され、早期の適切な支援が地
域でも実現することを期待し、2012
年度までに98件、1億7,000万円
以上の事業の支援を実施している。
また、聴覚障害者に対する支援と
しては、手話やろう者に対する十分
な理解が得られずに、教育現場で手
話が排除されてきた状況を改善し、
聴覚障害者の地域参加の活性化を狙
いの一つに、日本手話による教育の
普及・促進に向けての事業を実施し
た。2006年の国連総会で採択され
た障害者権利条約で「手話は言語で
ある」と定義されているように、日
本国内でもその地位が認められ、聴
覚障害者の社会参画につながること
を期待し、法制化への検討を含め、
財団法人全日本ろうあ連盟などと協
力し事業を推進している。

視覚障害者に対する支援について、
財団は、公益財団法人日本盲導犬協
会やNPO法人全国盲導犬施設連合
会などに支援して、盲導犬の訓練に
必要な訓練車両や資材などのハード
的なサポートと並行して、訓練士の
養成や盲導犬の啓発イベント、セミ
ナー開催などを支援し、盲導犬の普
及を介した視覚障害者の地域におけ
る活動エリアの拡充を推進した。

◎就労支援で「真心絶品」事業
財団は2009年度から障害者の就

労支援の一環として、「真
ま

心
ごころ

絶
ぜっ

品
ぴん

」と
いう事業に取り組んでいる。「真心絶
品」は、障害福祉サービス事業所で、
障害者がそれを使う人のことを思
い、丹精を込めて製造した製品の中
から優れたものだけを厳選して、そ
の魅力を一人でも多くの人に伝える
ことを目的としたプロジェクトだ。
主な機能として「認定」と「情報支援」
がある。「認定」で福祉製品に対する
信頼性を付与し、「情報支援」により、
Webサイトなどを通して、福祉製
品の隠れた魅力や製造過程のストー
リーを紹介し、社会に向けた製品の
認知度向上を図っている。

障害者就労支援の一環として、財団が取り組む「真心絶品」プロジェクト

盲導犬の訓練士養成支援（公益財団法人日本盲導犬協会）

障害者が働く干物屋さんにも支援（NPO法人楽笑）
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04
◎障害者を地域で受け入れる
前項ですでに述べたように、1970
年代ころまでは、社会的なニーズが
大型入所施設の充足に多く寄せられ
たことから、その要望に応えようと、
財団も大型入所施設の建築支援を積
極的に実施してきた。しかしその後、
障害者支援の方向性は、1981年の
国際障害者年を契機とする「ノーマ
ライゼーション」のグローバルな広
がりに伴い、変化していく。
1982年に国連が定めた「国連障
害者の十年」の国内行動計画として、
日本政府が策定した「障害者対策に
関する新長期計画」（1992年）、そ
の後継となる「障害者基本計画」
（2002年）などにより、ノーマライ
ゼーションの理念が我が国の障害者
関連の法制度に反映されるととも
に、ノーマライゼーションの示す「障
害の有無にかかわらず共に生きる社
会の実現」が、障害者福祉の基本理
念の一つとして社会的に浸透し始め
ると、次第に、障害者福祉の方向性
は、地域を中心とした福祉の推進へ
と移ろいを見せるようになる。

◎ハード・ソフト両面の支援
財団では、こうした社会的ニーズ
の変化に対して、障害者が地域で生
活し、社会参加するために必要とな
る支援をハード・ソフトの両面から
積極的に実施してきた。リフォーム
を中心とするハード面の支援につい
ては、それまでの大規模福祉施設の
新築事業からの転換を図った。地域
の中で多様なニーズに対応し、きめ
細かなサービス提供が可能なよう
に、街中の空き店舗や空き家、廃校
などのリフォームを行うことで、地

域の福祉サービスの拠点を整備した
（詳細は前項を参照）。
また、障害者に対する福祉サービ
スの提供に必要な機器の整備につい
ては、2006年度から2011年度ま
でに、735件、29億円以上の支援
を行っている。
次に財団がこれまで行ってきた

「障害者の地域生活支援」に関する、
主なソフト事業について触れたい。
精神障害者のうち、生活上の問題か
ら治療以外の目的で長期入院を続け
る、いわゆる社会的入院者数は、欧
米に比べて非常に多い。精神障害者
の地域支援体制の整備が早急に必要
とされているものの、国の法制度や
病院の体制の問題、さらに地域の受
け入れ先の不足により、退院が促進
されないのが現状だ。
このような問題を解決するため
に、精神障害者やその家族への支援
と同時に、地域全体で支えるための
モデル的事業を支援し、精神障害者

障害者就労を支援する機器整備
（社会福祉法人共生福祉会大樹）

知的障害者による墓掃除ネットワークを構築
（NPO法人社会起業ネットワーク）
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願望を少しでも事前に察知し、周囲
が対応できる社会が実現できるよう
に、これまで支援してきたさまざま
な団体がより充実した活動を展開
し、未然に防ぐ社会を形成してもら
うことが必要だ。

◎崩れた安全神話
自殺対策と並び、犯罪被害者支援
が新たな社会問題として取り上げら
れるようになった。近年、犯罪の巧
妙化、粗暴化が目立ち「世界一安全
な国」という“日本神話”が崩れかけ
ている。「誰でもいいから殺したかっ
た」という動機不明の凶悪犯罪や、
家庭崩壊を象徴する親子間の殺人事
件や傷害事件、外国人による犯罪も
目立っている。犯罪は自分とは無縁
の世界といった考えは通用しなくな
った。日本にいてもあるいは外国に
いても、誰もが常に犯罪被害者にな
り得る時代を迎え、一人ひとりが危機
感を持って自己防衛をしなければな
らなくなっている。
日本では犯罪被害者に対し、十分
な支援の目が向けられなかった。犯
罪者が法で裁かれ、法で保護される
一方で、被害者は心身の被害、社会

生活での苦難を長きにわたって受け
ている。そこで財団は、1995年ご
ろから民間の被害者支援センターが
設立されてきたのを機に、1997年よ
り公益財団法人犯罪被害救援基金を
通して、被害者が置かれている状況
を少しでも改善、回復するために各
センターへの支援を開始した。
これまでに支援を行ってきた全国

48か所の被害者支援センターのうち
2012年6月現在、41センターが各
警察本部長や警察署長が被害者・家
族の同意を得て、被害者の氏名や住
居、犯罪の概要などの情報を得られ
る犯罪被害者等早期援助団体の指定
を受けている。2013年度末には残
り6被害者支援センターが指定を受
ける見込みで、47に上る被害者支援
センターの早期援助団体の指定は、
この10年の取り組みの成果といえ
るだろう。
しかし、被害者支援センターが立
ち上がっただけでは、被害者の状況
が変わるわけではない。加害者には
社会復帰するための施策があり、予
算も潤沢なのに対し、被害者は心の
傷を負うことでストレスが増加する
のに、メンタルヘルスはもちろん社
会復帰をする制度や手法がない状況
に置かれている。犯罪被害者に冷た
い社会は、真の意味で公正な社会、
成熟した社会とはいえないだろう。
現在、内閣府や警察庁、各県警本
部、自治体などに犯罪被害者支援の
窓口があるが、その活動はあまり知

られていない。各都道府県の支援セ
ンターが行っている業務もセンター
ごとに縦割りで、バラバラに運営さ
れているのが実情だ。財団は被害者
支援センターとの意見交換の中でさ
まざまなニーズをくみ取ってきた。
今後はこれに加えて内閣府、警察庁、
認定NPO法人全国被害者支援ネッ
トワーク、各都道府県被害者支援セ
ンターが一堂にアライアンスを組み、
事業展開を図るべきだろう。
犯罪被害者支援をさらに充実さ
せ、国民一人ひとりが協力して支援
を行い、絆を深めていくためには、
どのようなアライアンスを作ること
が求められるだろうか。財団の今後
の役割を考えると、事業実施者であ
る全国犯罪被害者支援ネットワーク
と各都道府県の被害者支援センター
が事業を安定的かつ継続的に行うこ
とが重要と考える。一番必要なこと
は、犯罪の被害を受けた人がどこに
いても、満遍なく支援が受けられる
体制を構築することなのだ。
そのためには支援員、相談員の協
力体制、人材育成が不可欠である。
これには事業を継続的に進められる
環境を整えることが必要であり、支
援を行うセンターも戦略的な組織運
営が求められる。
日本における被害者支援は諸外国
に比べ脆弱で、この方面では途上国
といっていい。法律や制度、組織が
できても、それだけでは十分ではな
い。法律や制度を運用し、組織を動
かしていくのは血の通った人間であ
る。想定していなかった事態が発生
した際、日本のどこにいても同質の
サービス、自立するための支援が受
けられる社会を作るために、次の
10年に向け犯罪被害者支援を続け
たい。

官民が連携して対策に取り組む足掛かりを作るため合同シンポジウムを主催
［東京ビッグサイト、2007年7月］

全国犯罪被害者支援フォーラム
［東京商工会議所、2011年9月］
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05
◎自殺は社会問題

1998年の自殺者の急増以降、自
殺者が毎年3万人を超えている。こ
の背景には社会的に取り組まなけれ
ばならない問題が見落とされている
のではないかとして、2006年春に
は対策を求める10万人の署名が集
まり、同年6月には議員立法で自殺
対策基本法が成立した。

日本財団は、この問題に取り組む
中核的な存在であるNPO法人自殺
対策支援センター ライフリンクを中
心に、今日の自殺対策への道筋をつ
け、そのほかにも「いのちの電話」や
多くの自死遺族の支援団体への助成
も行ってきた。

2006年から自殺対策への支援を
重点テーマと位置付け、助成を始め
ていたが、基本法成立後、間もない
時期にあらためて自殺対策がスピー
ドを上げて進められるようにするに
はどうすればよいか、国や自治体、
団体間で協議が始まった。その内容
は、基本法成立を機に自殺問題を社
会問題としてとらえ、遺族への支援
や対策、予防などの社会的な潮流を
作りたいというものだった。

国民の関心を集めるため財団は行
政と協力し、官民が一体となった「自
死遺族支援全国キャラバン」を開催
した。初年度の2007年度には全都
道府県48か所でシンポジウムを行
い、計1万2,000人が参加した。こ
れにより各地の自殺防止、自死遺族
支援活動を行う民間団体にスポット
が当たり、団体同士や行政との連携
が深まった。

さらに、全国的に自殺が社会問題
と認識されつつあるも、その実態が
明確でなかったため、1,000遺族の
協力を得て自殺実態調査も実施し
た。遺族へのヒアリングを通じて実

態を把握するもので、自殺に関して
このような大がかりな調査は過去に
はなかった。

ライフリンクのアドボカシー（政
策提言）活動はさまざまな方面に大
きな影響を与え、自殺問題の本質を
明らかにする上で先導的な役割を果
たしてきた。この活動により、自殺
対策は国の政策となり、関係予算と
して2009年度補正予算で100億円
が計上され、地域での自殺対策力を
強化するために、都道府県に3年間
の「地域自殺対策強化緊急基金」が創
設された。さらに、2010年度に創設
された「住民生活に光を注ぐ交付金」
は自殺対策も対象としており、地域
自殺対策強化緊急基金の増額などに
活用された。

しかし、自殺者が年間3万人を超
す異常事態はまだ続いている。自殺

「自殺対策の法制化を求める3万人署名」を全国に展開
［2006年4月］

自殺対策を考える議員有志の会とともに、扇千景参議
院議長に署名を提出［2006年6月］

自殺対策担当の福島みずほ大臣（当時）の依頼を受けて
政府の対策案を提示［2009年9月］
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◎フォーラムで活用法を議論
2012年3月には日本財団ビル（東
京・赤坂）で第1回全国青パトフォー
ラムを開催し、青パトを運用するボ
ランティアたちが意見交換をした。
基調講演をした島田貴仁・科学警察
研究所犯罪行動科学部犯罪予防研究
室長は、研究に基づいた犯罪者の心
理と行動を図式で示し、青パトによ
ってどのように犯罪が防止され、事
件や事故発生の減少に寄与している
かを説明した。アメリカ・フィラデル
フィアでは、青パトの活動により暴
力犯罪が23％減、車両関連犯罪が12
％減という効果があったことも示さ
れた。
分科会では、活動費用と組織運営
に関して意見交換があった。活動費
用の分科会では、地域の企業から協

賛金を得る方法やボランティアに参
加する人から参加費を徴収する仕組
みなどが紹介された。隊員が参加費
を出して活動することで、パトロー
ル隊の一員であることが誇りやステ
ータスとなり、若い世代が参加する
きっかけにもなっているという報告
があった。組織運営の分科会では、
隊員の増やし方や地元小学校との連
携方法などを議論した。カーシェア
制度のアイデアを応用して、青パト
のカーシェアリングを行っている事
例もあった。「自己財源が潤沢ではな
いが、活動を継続するには何をすれ
ばよいかと考えたことがきっかけで
スタートしたが、カーシェア制度に
加盟するため、加盟団体にも費用負
担をしてもらうことで車検などのラ
ンニングコストを確保している」と

いった報告に、会場からは驚きの声
が聞かれた。
青パトに関しては今後も共通の議
論の場を設け、全国の先進事例を紹
介し、地域のリーダーとなる団体の
育成に努めたい。さらに青パトを運
用する団体が抱える問題の解決のた
めに共に考え、青パトが地域で長く
継続できる体制を整えていきたい。
昨今は地域のつながりが希薄化
し、独居老人の孤独死が発生するな
ど、これまでにない深刻な問題も発
生している。災害など緊急時の際は、
地域一体となって対応することの重
要性が認識されるようになってき
た。このような問題に対応するため、
青パトの活用方法は今後一層広まる
と思われる。

フォーラムの分科会では「活動費用」と
「組織運営」の二つをテーマに意見交換

青パトに関する意見交換のため、全国青パトフォーラムを開催
［日本財団ビル、2012年3月］

青パトフォーラムで基調講演を行う科学警察研究所犯罪予防研究室長の島田貴仁氏
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◎自分の地域は自分たちで守る 
—犯罪減少などで成果
日本各地で児童が巻き込まれる痛
ましい事件が続発している。このよ
うな現状の中、自分の地域は自分た
ちの力で守るという住民の意識が高
まり、自治会や地元団体が中心とな
って、見守りや防犯を目的とした活
動を始めている。その活動の一つに
青色回転灯装備車（通称：青パト）の
活用がある。
青パトは、警察本部長の許可を得
て、青色回転灯を装着し自主防犯活
動ができる車のことである。運転手
は講習を受け、2年間の乗車許可を
受ける必要がある。2004年12月
の道路運送車両法の規制緩和を受
け、各地で徐々に普及し始めた。そ
の数は年々増加傾向にあり、平成
23年版警察白書によると、全国で登

録されている青パトは3万5,000台
を超えた。地方公共団体を除くと、
NPOが立ち上げたケース、自治会
や地域振興会などが意欲的に始めた
ケース、子ども見守り隊が地元警察
や自治体から青パトの運行を勧めら
れたケースなど、さまざまな団体が
独自に活動している。
青パトのパトロールの結果、空き
巣被害がなくなったり、小学生がし
っかりと挨拶してくれるようになっ
たりと、地域でも具体的な成果が出
ていると評価されている。
日本財団は、青パトの台数が増加
傾向にある一方で、模範となる団体
が少ないことに着目。各地でリーダ
ー的な団体を育成し、自主防犯活動
の底上げを図ろうと、2007年に1
台の青パトを助成したことを皮切り
に、2011年までに北海道から沖縄
まで全国で計105台の青パト導入
を助成した。
事業開始直後から財団は、定期的
に現地調査や関係団体へのヒアリン
グを行い、助成団体からは多くの相
談が寄せられた。この結果、自分の
街以外の防犯パトロール事情を知る
機会がない、青パト運行上の成功例
や問題点を共有する場がない、シル
バードライバーが多く若者が少な
い、新しい隊員が増えず、地域の防
犯意識の向上が止まっている、小学
校区の見回りなのに学校と深い連携
が取れない、パトロール回数や範囲
を広げたいが、ガソリン代の捻出が
難しい——など、さまざまな実情が
見えてきた。

児童の下校を見守る青パト［香川県丸亀市］

地域社会を守る青パトの隊員たち
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◎日本財団学生ボランティア 
センター（Gakuvo）の設立
NPOがより充実した活動をしてい
くには、社会全体でNPO・ボランテ
ィア団体を支えることが必要である
と同時に、若い世代に社会貢献の機
会を創出することが不可欠だ。それ
ゆえに財団が持つ支援実績とネット
ワークを活用して、社会貢献活動に
関心を持つ若い世代をつないでいく
ことは、大きな可能性を秘めている。
このような着眼点に立ち、学生が
行うボランティア活動を支援するた
め、2010年4月1日、日本財団学生
ボランティアセンター（通称：Gakuvo）
を設立した。Gakuvoの大きな特徴
は、活動の企画、運営をさまざまな
大学に所属する学生インターンが行
い、学生のニーズに即した事業を提
供することである。この活動を通し
て学生ボランティア活動の底上げ、
人材を育成していくことが、設立の
狙いである。
文部科学省は、社会問題や地域課
題に取り組む主体として大学に期待
を寄せる姿勢を見せ始めている。こ
の点も意識しつつGakuvoは、大学

と連携して事業を展開していくこと
にも力点を置いている。2012年6
月30日現在、大阪大学・早稲田大学・
大阪府立大学・千葉大学・東北福祉大
学・日本文理大学など、国公私立を
問わず、東北・関東・関西・九州に立
地する11大学とボランティア活動
に関する協力協定を締結し、共同で
さまざまな社会貢献事業を実施して
いる。
この協力関係を強固にしていくと
ともに、これまで財団が支援した全
国のNPOなども巻き込みながら、
そのハブとしての機能を果たしてい
くことがGakuvoの役割である。
2011年3月の東日本大震災に際し、
全国約220の大学から延べ5,000
人を超える学生ボランティアを東北
に派遣し、支援活動を行うことがで
きた（2012年3月末時点）。ここに
は多くの国からの留学生も含まれて
いる。これは財団のこれまでの災害
支援の実績や、NPOとのネットワー
ク、そしてGakuvoの設立により実
現できたものである。

◎20年後を担う人材の育成を 
目指して
困難な時代に間違いなく求められ
るのは、人材の育成だ。Gakuvoは、
ボランティアや社会貢献活動を通し
て人材を育成していくことを、その
理念としている。若い世代の育成は、
これまでのシステムでは大学に求め
られてきた。しかしながら混迷を極
める今日の日本社会は、人材の育成
は大学だけに任せておく状況にはな
い。日本社会が一丸となって人材育
成を図ることが、日本社会を救う唯
一の突破口といっても過言ではない
だろう。
一方、大学自身も大きな転換点を
迎えている。少子化に伴う全入時代、
国際的な競争力の確保、学力低下な
ど大学を取り巻く状況は厳しさを増
している。これを受けて大学側も、
東京大学の9月入学やギャップター
ムの検討、京都大学の入試制度の見
直しなど、ドラスティックな改革を
意識し始めている。
このような流れの中で、社会貢献、
ボランティアをキーワードとして大
学との協働関係を構築し、またそこ
にNPOとのネットワークも組み込
みながら、事業を展開していくこと
がGakuvoの大きな目標である。こ
れを通して、大学の教育力、社会貢
献力を高め、「社会全体で日本を支え
る仕組みづくり」のハブとして存在
感を高めていくことが期待される。

＊１　内閣府大臣官房市民活動促進課『平成
22年度特定非営利活動法人の実態及び
認定特定非営利活動法人制度の利用状
況に関する調査』（2011年5月）

東日本大震災では延べ5,000人を超す学生ボランテ
ィアを派遣［宮城県石巻市牡鹿半島、2011年5月］

力を合わせて海底からがれきを引きずり出す［宮城県石巻市牡鹿半島、2011年4月］

東日本大震災の被災地でボランティア活動する学生たち
［宮城県石巻市、2011年6月］
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◎大きな社会的責任を負う 
NPO・ボランティア団体
1995年1月、阪神・淡路大震災が
発生し、延べ100万人を超えるボラ
ンティアが活動した。この大震災を
契機にボランティア活動が本格化
し、1998年、特定非営利活動法人
促進法（NPO法）が施行され、NPO
を支援する動きが全国に広がった。
このような環境整備により2011年
12月1日時点でNPO法人は4万
641法人＊1となっている。
日本におけるNPOは、数の上で
は飛躍的に拡大したが、難点を抱え
ているのも事実である。社会的責任
を担うNPO・ボランティア団体は、
継続した活動と成果などが求められ
るが、一部の団体を除き、多くの団
体がその要望に十分応えているとは
いい難いのが現状だ。日本財団は、
良きコミュニティーを育てるための
担い手としてのNPO・ボランティア
団体など「自発的社会集団」の立ち上
げを目指し支援をしてきたが、組織
的に発展し財政的にも自立したと認
められる団体は一部にとどまる。
高度経済成長が過去のものとなっ
た今、潤沢な税収をもとに国が公的
任務を果たすという考え方は現実味
を失っている。国家の財政再建は先
送りを繰り返し、状況は悪化する一
方で、NPO・ボランティア団体への
期待は高まっている。阪神・淡路大

震災、NPO法の制定から10年以上
たった今、NPO活動は充実しつつ
あり、それらの充実を図る「次の一
手」がますます必要となっている。
暗く悲観的な観測が先行する日本
社会だが、視点を変えれば、明るい
光も差し込んでいる。例えば、内閣
府の「社会に対する世論調査」によれ
ば、「日頃、社会の一員として、何か
社会のために役に立ちたいと思って
いますか」という質問に対し、「はい」
と回答した20代の割合は、2011
年では59.4％だった。同じ質問に
対する1983年の回答は32.0％で
あり、約30年の間にその割合はほ
ぼ倍増していることになる。ネット
上では、若者の間で「社会貢献ブー
ム」が到来するとの見通しを述べる
文章も見られる。
その一方、18歳から24歳までを対
象とした「世界青年意識調査」による
と、現在、ボランティア活動をしてい
るという回答は、2007年のデータで
5.6％にとどまっている点も見落とせ
ない。今日の日本社会では、6割近く
の若者が日頃から社会の役に立ちた
いと思っているにもかかわらず、その
うちボランティア活動をしているの
は、その1割にとどまっている。残り
9割の潜在層にどのようにアプローチ
するか、それが今後の日本社会の在り
方を決める極めて大きなファクター
であるといえるだろう。

07

自分たちの活動を広く社会に伝える「PR力」を学ぶセ
ミナー

PR力を競うコンテスト「V-1」
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は荒れに荒れ、暴力団関係者との衝
突も絶えなかったという。

転機となったのは、2000年に行
った献血の際、白血病のウイルス保
菌者だと判明したことだった。これ
までの滅茶苦茶な人生を、最後に生
き直すとの気持ちで天台宗に入信し、
得度した。その後、多くの人が群が
り、モノ、金が交錯する東京の歌舞
伎町にNPO法人新宿歌舞伎町駆け
込み寺（旧名称：NPO法人 日本ソー
シャルマイノリティ協会）を開設。
9年間にわたり、2万件の相談に対
応してきた。特長は、被害者であろ
うと加害者であろうと分け隔てな
く、苦しむ人々は誰でも受け入れる
という姿勢だ。

駆け込み寺の名は、口コミで徐々
に広がり、北海道や九州、沖縄など
からも苦悩を抱えた相談者が駆け込
んで来ることとなった。玄氏の活動
に共感した日本財団会長の笹川陽平
は、このような活動は広く多くの
人々の寄付によって成り立つべきも
のであると考え、寄付金を集める仕
組みづくりを行うために、日本駆け

込み寺への支援を決めた。こうして
2011年7月7日、一般社団法人日
本駆け込み寺となった。

2011年3月に発生した東日本大
震災以降は、被災地の人々からの相
談が増加傾向にある。そこで、仙台
を中心とした東北地方で「たった一
人を救う」をモットーに、相談者の

「自立」の力を引き出す活動をしよう
と、2012年7月7日、仙台駆け込
み寺を開設した。日本駆け込み寺は
今後、公益社団法人格の取得を目指
している。

◎相談員の育成が急務
駆け込み寺に寄せられる悩みは、

暴力を伴うことも多々ある。相談に
訪れた70歳の男性は——。娘の離
婚後、再婚に反対したところ、娘が
激高。結婚に至らなかったのは親の
せいだと責め立て、異常行動を取る
ようになった。「死ね！」「殺す！」と
言って包丁で畳を切りつける。両親
が食事をしていると、後ろから両親
の頭にマヨネーズをかけ、ケチャッ
プを床にまき散らす。父親に対し、

「どけ！」「邪魔！」と言い、足で蹴飛
ばしたという。玄氏はこれまでの経
験から、娘に自分の思い通りになら
ないことを認識させることが重要と
判断。娘の弁護士に証拠写真を提示
して事情を話し、直接説得してもら
い、念書にサインをさせた。娘はあ
らゆる策を講じたにもかかわらず、
自分の思惑通りにいかないことに気
付き、それ以来暴力はぴたっと止ま
ったという。このように、これまで
の経験が相談者や家族の「時」と解決
方法を捉えさせ、加害者に暴力をや
めさせることができるのだ。

深刻な相談に日々向き合うには、
玄氏一人だけでは対応することは難
しいため、相談員の育成が重要だ。
そのため財団は、玄氏のスキル・ノ
ウハウを得た相談員が育成され、多
くの相談に対応できるように支援し
ている。今後も、行き場のない、と
もすれば死を選ぼうとする人たちが
一人でも、新たな人生を踏み出せる
場所となるよう、駆け込み寺の支援
を継続したい。

東日本大震災の被災者を
救うべく、仙台市青葉区
国分町にも駆け込み寺を
開設［2011年7月］

「日本駆け込み寺」を創設した玄秀盛代表

日本駆け込み寺を支えるボランティアの集まり
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◎複雑化・多様化する 
現代の社会問題
現代の社会問題は、複雑に絡まっ
て起きているため、解決の糸口が見
いだしにくい。個人が抱える問題も、
家庭内暴力（DV）、ひきこもり、虐待、
多重債務、ストーカー、自殺など、
多様化している。それぞれの問題に
相談窓口はあるものの、「困りごとの
救急総合病院」ともいうべき相談所
はほぼない。「DVと借金」のように
問題が複雑に絡み合っている場合、
その対応をする場は少ない。また、
家庭内の問題は「民事不介入」である
として、事件にならない限り警察な

ど公的機関がなかなか介入しようと
しない現状がある。

◎性別、年齢、国を問わず 
誰でも受け入れ
このような問題に対し、性別、年
齢、国、宗教や被害者、加害者を問
わず、さまざまな問題を抱えた人々
の相談を受け、サポートをしている
のが「日本駆け込み寺」である。この
活動を始めたのは、玄秀盛代表だ。
在日韓国人として生まれ、幼少期に
は「4人の父」「4人の母」のもとを
転々としたという玄氏は、親から受
ける虐待は日常茶飯事で、青年期に

08

日本駆け込み寺は新宿歌舞伎町の一角に希望の光をともし続ける
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◎地域のホスピスへ
こうした取り組みと並行してホス

ピスへの理解と普及が少しずつ進み、
財団の支援内容にも新しい展開が見
られるようになった。
新築による施設整備は2007年度
まで行われたが、それ以降は、地域
の「終の住み処」ホームホスピスの改
修整備が中心となっている。ホーム
ホスピスは、主に民家を改修してバ
リアフリーなどの環境を整えたもの
で、老々介護や独居などの理由で自
宅療養が困難な人々が家庭的な雰囲
気の中で、最期の日々を過ごせる場
所として注目されている。2011年
度までに、寄付プロジェクト「夢の
貯金箱」からの拠出を含め、10施設
の改修・改装を行った。
人材育成面では、2002年度から

「緩和ケアナース養成研修」と「ホス
ピスナース養成研修」を統合、6週
間で講義と実習を行う新しい研修プ
ログラムとした。また、「緩和ケア認
定看護師」教育課程の実施機関を
徐々に増やし、2005年度からは「訪
問看護認定看護師」教育課程も始ま
った。これらの教育課程は、2012
年度までに北海道から九州までの大
学など15の教育機関で開講された
（休講・閉講したものを含む）。当初、
ホスピス・緩和ケアに関する看護師
養成は3,000人を目標としていたと

ころ、二つの認定教育課程とナース
研修への参加者数の累積は、2011
年度末で3,133人に達した。
これらの卒業生は「日本財団ホス
ピスナース」としてネットワーク化
され、全国各地でホスピス・緩和ケ
アを実践する貴重な人材となってい
る。ネットワークに対する支援とし
ては、各教育機関や同窓会組織によ
るフォローアップ研修のほか、笹川
記念保健協力財団との共催により、
年に一度「ホスピスナース研修会」を
開催している。ナース自身が企画し
た講演やワークショップ、また同じ
立場で働く仲間との交流は、日々厳
しい現場に身を置くナースたちにと
ってリフレッシュと学びの機会にな
っている。
また、緩和ケアを志す医師に対す
る1年間の研修プログラムも2001
年から開始し、2011年度末までに
65人を育成した。研修後は緩和ケ
アに従事することが義務付けられて
おり、質の高い緩和ケアを提供する
即戦力を生み出している。さらに、
将来の医療や看護を担う医学生と看
護学生へのホスピス・緩和ケア教育
支援として、2010年度から2015
年度にかけて自治医科大学と千葉大
学に寄附講座を設置。教育実践と並
行して、前者は医学生向け緩和ケア
教育プログラムの策定、後者は「エ

ンド・オブ・ライフケア看護学」の確
立を目指している。
この間、社会的には2007年に策
定された「がん対策推進基本計画」の
中での緩和ケアの明記や、在宅医療
推進に向けた診療報酬改定など国の
動きもあって、ホスピス・緩和ケアを
めぐる状況は大きく変化してきた。
現在大きな課題と考えられている
のは、在宅での看取りである。「自宅
あるいは住み慣れた地域で最期を迎
えたい」人が6割以上＊1とされなが
ら、実際は病院死が8割を超える現
状の中、選択肢としての自宅・地域
看取りを充実させることは、最期ま
でよりよく生きることを目指すホス
ピスの理念にかなっている。
財団の近年の支援内容もホームホ
スピスや訪問看護師養成など、在宅・
地域でのホスピスのニーズを反映し
たものが増えている。今後もそうし
たニーズを踏まえ、誰もが最期まで
自分の望む生活を送れるようなホス
ピスの充実・普及に向けて支援を行
っていく。

＊１　厚生労働省『終末期医療に関する調査等
検討会報告書』（2004年7月）

民家を改修した家庭的な「終の住み処」であるホームホスピス「たんがくの家」
［福島県久留米市］

ホスピスナース研修会で仲間の話に聞き入るナースたち［日本財団ビル、2012年3月］

6150th Anniversary    The Nippon Foundation

本
史
｜
第
2
章 

事
業
の
軌
跡
｜
第
２
節 

公
益
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

第2章｜事業の軌跡
第2節�◎�公益・ボランティア

H i s t o r y   |  C H A P T E R  2  

最
期
ま
で「
よ
り
よ
く
生
き
る
」た
め
に�

︱ 

ホ
ス
ピ
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

◎「ホスピス」の普及
「ホスピス」とは、一般的には末期

のがん患者などに緩和ケアを行う病
棟などの施設を指すが、広義にはそ
れを支える理念や運動までを含んで
いる。生命を脅かす疾患に直面する
患者とその家族の生活の質（QOL）
向上のために、医師・看護師・ソーシ
ャルワーカーなどの専門職やボラン
ティアによるチームが、患者と家族
の心身にわたるさまざまな苦痛を緩
和するケアをホスピス・緩和ケアと
呼ぶ。ホスピスはよりよい終末期を
支えるものであるだけでなく、最期
まで自分らしい生活を送り「よりよ
く生きる」ためのものでもある。

日本財団は1996年、専門家によ
る「ホスピス研究会」を設置し、その
提言に基づいて、ホスピス・緩和ケ
アに関する事業を積極的に推進して
きた。当時はホスピスという言葉自
体がよく知られておらず、「周知啓
発」「施設整備」「人材育成」の三つの
柱によって、ホスピスの理解促進と

基本的な環境整備を図ることが主な
課題だった。

当初は、周知啓発事業として、一般
向け公開セミナー「memento mori

（メメント・モリ）」を全国で開催し
た。「『死』を見つめ、『今』を生きる」を
テーマに、講演や座談会を通して分
かりやすくホスピスの考え方を紹介
するものだ。毎回盛況の中、2008
年度までに開催は30回を数え、3
万人を超える人々がホスピスへの理
解を深めた。

施設面では、国内初の独立型施設
ホスピス「ピースハウス病院」をはじ
め13か所281床の緩和ケア病棟や
独立型ホスピスを整備した。人材育
成面では、公益社団法人日本看護協
会や公益財団法人笹川記念保健協力
財団の協力のもと、看護師がホスピ
ス・緩和ケアを学ぶ「緩和ケアナース
養成研修」と「ホスピスナース養成研
修」、日本看護協会の「緩和ケア認定
看護師」資格を取得するための教育
課程への支援を開始した。

09

「メメント・モリ」提唱者である日野原重明氏による講演［鳥取市民会館、2008年5月］
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弱さが指摘された。一刻も早い情報
発信が必要だった。「nippon.com」と
して正式にスタートしたのは同年10
月3日で、順調にスタートを切るこ
とができた。

現在は5か国語（日本語・英語・中
国語・フランス語・スペイン語）での
提供だが、2012年10月にはアラビ
ア語、2013年にはロシア語でのサ
ービス提供を予定しており、当初の
目標である国連公用語と日本語での
情報発信が可能となる。また、大手
の検索エンジンとのリンクも始まっ
ている。

創設から10か月を経た2012年
8月時点で、「nippon.com」オリジナ
ルコンテンツへのアクセス数は288
万に達し、好スタートを切った。

ともすれば、すぐに忘れられてし
まうニュースや情報が少なくない。
これに対し、ニッポンドットコムは、
時間がたっても「腐らない」中味の濃
いコンテンツ作成に努めている。1

か月の発信量は、日本語の原稿用紙
200枚に上り、約30万字の翻訳を
処理している。一つのコンテンツを
作成するために、企画から執筆、翻
訳までに1 〜 2か月半をかけ、速報
性を重視するインターネットの時代
にあって、世界の人々の心や意識に
長く残る情報や論考を届けている。

◎民際外交担うサイトに
「nippon.com」は「現場主義」をモ

ットーに、入念な記事の点検を行い、
写真や動画も自前で作成している。
執筆者や撮影者の名前を必ず付記
し、責任の所在を明確にしている。
難しい論考だけでなく、広く日本を
知ってもらうために基礎的な情報の
発信にも力を入れ、日本・世界・アジ
アの動きと連動したコンテンツづく
りを行っている。

ニッポンドットコムは、このコン
テンツと付随し、海外との交流もし
ている。2012 年、国交正常化 40

周年を迎えた中国とは、対外広報に
関するワークショップを行い、中国
人民外交学会や清華大学と意見交換
の場も設けている。ドイツのフリー
ドリヒ・エーベルト財団との共催で、
2011年10月22日にはシンポジウ
ム「3.11後の報道や危機管理のあり
方を探る」を東京都内で開催。政府・
企業・メディア関係者が、東日本大
震災後に何ができたか、あるいはで
きなかったかを議論した。

2012年には、この第2弾として
エネルギー問題を取り上げる計画
だ。海外メディアや駐日大使館との
交遊を深め、民際外交を担う組織に
していきたいと考えている。さらに
今後は、学生のワークショップ参加
やインターンシップにも力を注ぎ、
グローバル化に対し、どういう道を
切り開くかにもチャレンジする。

2013年には、日本に関する基本的
な情報を提供するコンテンツ「japan 
data」の拡充にも努める。

特に、アラビア語圏、スペイン語
圏には日本のことを知らないユーザ
ーが多く、日本に対する誤解や偏見
も存在する。基礎情報を充実させる
ことで、対日理解促進と新規ユーザ
ーの獲得を目指す。
「nippon. com」が目指すのは、新

聞やテレビとはまったく違う、情報
発信の新しいメディアづくりである。
今後はSNS（ソーシャル・ネットワー
キング・サービス：インターネット上
で社会的なネットワークを構築する
サービス）なども取り入れ、視聴者と
の双方向的なコミュニケーションづ
くりを図っていく方針だ。

こうしたさまざまな取り組みによ
り、日本に関心を持つ世界のユーザ
ーが定期的に訪れる総合ポータルサ
イトに育てることが目標である。

作り込まれたコンテンツで、
日本文化を分かりやすく紹介
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◎国連公用語で「日本」を世界に発信
「nippon.com」は、海外の有識者
における対日理解促進のために、一
般財団法人ニッポンドットコムが
2011年10月に立ち上げた「多言語
発信サイト」である。
日本の持つ文化パワー、マンパワ
ーは世界で高く評価されている。そ
の反面、日本の対外発信力は先進国
の中でも際立って弱く、日本の地盤
沈下が進むことが懸念されている。
こうした危機意識を背景に、日本文
化を「民」の立場でより広く海外に伝
えることを目的に、日本財団の助成
で「nippon.com」を立ち上げること
になった。国連公用語（英語・中国語・
フランス語・スペイン語・アラビア
語・ロシア語）を駆使しなければ、世

界中の人々に日本文化を理解しても
らうことは困難であり、サイトは多
言語での発信を目指した。

◎正式スタート前に 
東日本大震災情報を提供
サイト立ち上げが決まってから、
準備には1年半を要した。その期間
に東日本大震災が発生した。当時、
サイト名は正式決定していなかった
が、震災関連情報に特化し、日本語・
英語・中国語で発信を開始。震災発
生から3週間足らずでコンテンツを
作成した。
2011年3月に起きた東日本大震
災・東京電力福島第一原子力発電所
事故で、海外には正確な情報が発信
されず、日本政府による情報発信の

10

多言語発信サイト
「nippon.com」の
トップページ
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ト」が話題になるなど、学校教育以
前に家庭の教育力の低下が指摘され
ている。専門家からは、特に乳幼児
期における家庭教育が変化している
と指摘する声が聞かれる。テレビの
つけっ放しや携帯電話を操作しなが
ら子守をする親、毎日のようにコン
ビニで買ってきた出来合いの食事を
とらせ平然としている親、「わが家の
自由でしょう」としつけもせずに放
任する親も少なくないといわれる。
こうした家庭環境を改善すれば教育
問題といわれているものの大半は解
消するとみられ、財団はこの面での
解決策を模索した。
その中で、近年進歩の著しい脳科
学がヒントを与えてくれた。子ども
の脳には発達段階があり、段階ごと
にさまざまな能力を獲得し、特定の
段階で獲得しておくべき能力の中に
は後からでは取り返しがつきにくい
「臨界期」というものがあること、親
がその段階ごとに適切に関わってい
くことが大切であるとされている。
適切な関わり方は、昔からいわれて
いるように「しっかり抱いて、そっ
と下ろして歩かせる」ということだ。
特に乳幼児期にはしっかりと親と子
の愛情を深め、基本的な生活習慣の
しつけをすることがその後の人格形

成の基礎となる、という。
こうした知見に基づき高橋史朗・
明星大学教授が「親学」という運動を
提唱、財団は家庭教育の再生が急務
という観点からこの考え方に賛同し、
重点テーマとして事業展開を始め
た。この運動は、親またはこれから
親になろうとする人々が、科学的根
拠に基づいた伝統的な知恵をもう一
度学び直し、子育ての意義や喜びを
実感しながら親としての優しい心を
持って家庭教育を実践してもらおう
という運動だ。この間、2009年4
月には一般財団法人親学推進協会が
設立された。

◎アドバイザーの養成と配置
この運動の本質は親の意識改革で
あり、家庭内の問題であるため多く
の壁に突き当たることが予想され
た。そこで事業展開の手段として
PHP親学研究会、NPO法人NPO師
範塾、親学会、各地の青年会議所な
どの外部組織と連携しながら、普及
啓発の手足となる「親学アドバイザ
ー」の養成研修に取り組み、2012年
6月までに1,164人を育成した。
さらに保育所や幼稚園にアドバイ
ザーを配置し、園児の親や園の経営
者向けの親学勉強会の開催と子育て

相談をするなどして、これらの施設
を普及啓発の拠点にするよう計画。
全国展開を進めていく上でモデル自
治体が必要であるとして、前述の高
橋氏（一般財団法人親学推進協会理
事長）が2007年10月に埼玉県教育
委員長に就任したことを受け、埼玉
県を最初のモデル地域と定め、同県
内で集中的にアドバイザーを養成
し、保育所などでの実践活動を活発
化させることとした（2012年6月
現在100か所）。近年では、千葉・大
阪・兵庫に波及し、今日では東京・愛
知・富山・熊本・沖縄でも徐々に浸透
してきている。
こうしたグラスルーツの動きと相
まって、親学を推進する有識者や関
係者の考え方が日本社会に浸透しつ
つあり、新聞などのメディアで取り
上げられる機会も多くなった。最近
では超党派の国会議員による「親学
推進議員連盟」が発足するなど、国
としても「親学」の重要性を認識し家
庭教育の在り方を変えていこうとい
う機運が芽生えつつある。財団が、こ
れまで支援してきた実績・成果を土
台として、将来の日本を担う子ども
たちが健やかな成長を遂げられる社
会環境が確立することを期待したい。

親学アドバイザー認定講座なども行っている親学は新しい家庭教育の在り方として注目されている
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◎親学は家庭の再生から
近年、少子化や核家族化、価値観
の多様化などに伴い子育てや親と子
を取り巻く状況が大きく変化し、教
育に絡む多くの問題も続出している。
さまざまな要因が考えられる中で、
日本財団は親と子の関係に注目し、
この問題に取り組む団体への支援活
動を続けてきた。
財団は教育面での支援として、不
登校問題に着目してきた。1999年
には、不登校児のための寄宿舎付き
の小中一貫校の建設を助成したほ

か、不登校からいかに抜け出したか
について、その処方箋を集めた事例
集を刊行した。全国各地で、不登校
児を抱えて悩む親向けにセミナーも
開催した。しかし、これらの支援策
は不登校問題に一石は投じたもの
の、対症療法の域を出なかった。
不登校問題以外にも、キレる子ど
もの出現、小一プロブレム、学級崩
壊、少年非行・犯罪の低年齢化、凶
悪化など子どもをめぐる問題が深刻
化する一方で、学校に対して理不尽
な要求をする「モンスター・ペアレン

11

「親学」の理念を全国の親たちに提唱する高橋史朗教授の講演

親学アドバイザー同士が意見交換をする場も
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の担い手創出に寄与することができ
た。広辞苑に「里山」という言葉が初
めて登場したのは、1998年の改訂
時のことである。
2004年度からは助成対象を奥山
にまで広げた。このころには全国の
森林ボランティア団体は約1,800団
体（10年前の約7倍）にまで増加し、
森林整備の新たな担い手としてその
役割が期待されつつあった。一方で、
課題も依然として残っていた。手入
れのために間伐をしても、間伐材の
需要が低迷していること、団体の多
くが活動費用をメンバーの持ち出し
による資金に頼っていること、間伐
材を市場に乗せようとしても安定供
給や販路の確保が困難であることな
どの理由から利用や活用は進まず、
間伐材が林内に放置されるケースが
多いのが実情だった。
こうした課題に対応するため、ウ
インチや薪割機といった間伐材の活
用を促進するための機器整備への支
援を始めた。2008年度からは間伐
材の搬出を支援の中心に据え、特に
2009年度からは林内作業車の配備
をスタートさせ、比較的高い技術を
持ったボランティア団体を対象に、

活動を安定継続させるモデル的な仕
組みづくりを行った。同時に、企業・
行政・学校や他の民間団体と協働し
て実施する里山保全のプログラムに
も支援し、新たな層の森づくり活動
への参加を促すことにも取り組んだ。

◎鎮守の森の整備
里山整備の支援に加えて、2009
年度からは都市化や開発による森の
減少が見られる住宅密集地の、特に
学校林と鎮守の森を中心に、森の整
備活動をスタートさせた。公益財団
法人地球環境戦略機関・国際生態学
センターの宮脇昭センター長が提唱
している手法は、土地本来の主木（日
本の場合は常緑広葉樹であるシイ、
タブ、カシ類）を中心に、その土地
本来の植生である「潜在自然植生」の
木を密植・混植するというもので、同
氏の全面的な協力を得て、2011年
度までに全国16か所、延べ約3万
本の苗を植樹した。土地本来の木は、
根をしっかり張っていて揺れに強く、
日本の潜在自然植生が水分を多く含
む照葉樹であるため火を防ぐ役割も
果たすことから、避難所としての防
災効果を高めることを目的としたも

のであった。住民が植樹に参加し、
植樹祭の開催と同時に避難訓練や炊
き出しも行うことで、住民の防災へ
の意識を高めることにも貢献した。
2012年度からは、より多くの市
民やさまざまなステークホルダー
（利害関係者）に対し防災の重要性に
ついて啓発を行い、植樹活動を盛り
上げるために、災害に強い街づくり
を行うモデル都市を選定し、市町村
内の学校・公園・鎮守の森・防潮林な
ど複数箇所で行う植樹の実施に対し
重点的に支援している。住民が集い、
協力して行うことにより、震災発生
時の地域の協力体制強化も期待でき
る。今後は、こうした森づくりによ
る災害に強い街づくりの動きを周辺
地域へ波及できるよう、都市を選定
し植樹を行っていく方針だ。
東日本大震災の復興支援活動で
は、この事業の経験を生かし被災地
での事業の一つとして、主に岩手・
宮城・福島3県で社殿などに壊滅的
な被害を受けた神社を対象に、神社
を囲うように生い茂る鎮守の森を復
活させるプロジェクトを始めた。鎮
守の森は先祖や氏神が宿る神聖な場
所として、また地域の祭りを行う場
として古くから住民が大切に守って
きた。当面は30社程度を目標に支
援し、被災した住民の心のよりどこ
ろを復活させていく予定である。

＊１　環境省編『環境白書』（2009年）
＊２　環境省ホームページ（http：//www.env.

go.jp/nature/satoyama/top.html、
2012年6月20日現在）

「鎮守の森復活」プロジェクト第1弾として行われた八重垣神社の植樹祭［宮城県山元町、2012年6月］
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◎森林ボランティアの育成
日本人と森の関係は古い。日本列
島はかつて陸地の98％が森で覆わ
れていたとされ、私たちは降雨量に
も気温にも恵まれた豊かな大地の中
で、さまざまな恩恵を受けてきた。
特に里地・里山は、二次林や水田な
どの農耕地、ため池、草地を構成要素
としており、人為的営みによって特
有の環境が形成・維持され、固有種
を含む多くの野生生物を育む地域＊1

だ。食料や木材など自然資源の供給、
良好な景観、文化の伝承の観点から
も重要な場所である＊2。
ボランティア団体やNPO団体向
けに助成を開始した1993年から
1996年ごろにかけては、里山に関
連した申請は非常に少なく、公園の
美化活動、希少生物の保護や原生林
保全などの数件の支援しかなかっ
た。しかし、林業従事者の減少と高
齢化が徐々に進み、管理が行き届か
ないといった要因による里山の荒廃
を懸念する声が聞かれるようになっ
た。こうした声を受け、1996年度
に財団内に「生き物緑地委員会」を設
置し調査したところ、里山での保全

活動を開始して間もない団体に対す
る小口の支援制度や、トップランナ
ーを対象とした大型助成金制度、そ
して活動を継続していく上で必須の
組織マネジメント能力の向上を目的
とした支援制度へのニーズがあるこ
とが分かった。
この中から委員会がまとめた意見
を反映し、2000年度から設立2年
未満の団体を対象に「はじめの一歩
助成」を開始し、里山にフィールド
を持つ団体に対して、助成金額30
万円を上限にチェーンソーや刈払機
などの備品購入費用を支援した。里
山という言葉や保全活動が徐々に社
会的に認知される時期に、延べ100
件の助成を実施し、新たな里山保全

12

作業の効率化には欠かせないチェーンソーの使い方ト
レーニング

森林整備のために間伐材を搬出する
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